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答弁を求める答弁を求める答弁を求める答弁を求める

質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者理 事 者理 事 者理 事 者

１ 生駒市西松ヶ丘住宅地の砂防指定地における無許可の盛り 知 事

土問題への県の対応について

（１）生駒市西松ヶ丘の住宅地に隣接する無許可の盛り土問題

について、本県の当面と今後の対応について伺いたい。

（２０番）

阪口 保 （２）2010年7月に県が業者を文書で是正指導した後、業者が

(創生奈良) 行方不明になる2011年11月までの間と、2011年11月以降か

ら現在に至るまで本県は、どのような対応をしたのか。ま

た、告発しなかったことも含め、対応不足があったと認識

しているのかどうか伺いたい。

（３）5月27日読売新聞によると、5月24日の知事の定例記者会

見で、知事は、「住民のクレームでは、盛り土が亀裂に影

響していると言っているので、調査しないと仕方がない」

と発言したとあるが、住民の安全・安心を軽視した発言と

しか思えない。発言の真意を伺いたい。

２ 「第３２回国民文化祭・なら２０１７」「第１７回全国障 知 事

害者芸術・文化祭なら大会」のロゴマークのデザインの決定

について

（１）ロゴマークの決定は「第２８回国民文化祭」「第２９回

国民文化祭」では公募しているが、なぜ奈良県では公募せ

ずに実行委員会が決定したのか。公募し、県民の意見も取

り入れ、決定していく方が、関心が高まり大会が盛り上が

ると考えるが、どうか。

（２）ロゴマークのデザインに係る経費はいくらか。
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答弁を求める答弁を求める答弁を求める答弁を求める

質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者理 事 者理 事 者理 事 者

（２０番） ３ 県職員の超過勤務の縮減について 知 事

阪口 保

(創生奈良) （１）全庁を挙げての超過勤務の縮減に向け、4月から各部局

の次長、企画管理室長事務取扱に、「組織・人事管理責任

者」の発令をされたが、どのような成果が出たのか。

（２）データーが膨大で統計が収集できないと前回も答弁され

たが、本県の出退勤システムを活用すれば、実退庁時間と

超過勤務時間がすぐに出せると思うが、どうか。

（３）超過勤務時間を正確に把握するカードシステムの再構築

とカードの厳格な運用が必要と考えるがどうか。またカー

ドを通した後の退庁の徹底にどう取り組むのか伺いたい。

４ 生駒市の北大和グラウンドの市街化区域編入について 知 事

生駒市の意向を尊重せず、県がなぜ北大和グラウンドの

市街化区域編入を認めなかったのか、改めて知事にその理

由を伺いたい。

５ 中央省庁の奈良県への移転について 知 事

中央省庁は東京にあった方が良いという考えが、益々、

東京一極集中を加速させることとなるため、中央省庁の移

転を求めていくことが必要だと考えるが、どうか。併せ

て、前回の答弁であった、「国連世界観光機関（ＵＮＷＴ

Ｏ）アジア太平洋センター」の誘致について、費用対効果

を伺いたい。
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答弁を求める答弁を求める答弁を求める答弁を求める

質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者理 事 者理 事 者理 事 者

（２０番） ６ 前生駒署長による奈良市内のスーパーでの置き引き事件に 警察本部長

阪口 保 ついて

(創生奈良)

前生駒署長による窃盗事件の概要と、県警としてどのよ

うな対応をされたのか、伺いたい。また、一部で報道され

ていたが前生駒署長には、既に退職金は支払われているの

か。加えて、今後の警察官の倫理意識の向上に向けた取り

組みについて、どのように考えているのか、伺いたい。

１ 県域水道ファシリティマネジメントの今後の取組について 知 事

県営水道と市町村水道の水道資産を県域全体で最適化す

る「県域水道ファシリティマネジメント」において、県営

水道の資産をどのように活用して進めてきたのか、これま

（１３番） での成果と今後の取組について、県営水道活用の視点から

森山 賀文 伺いたい。

(民進党)

２ 林業及び木材産業振興について 知 事

県では、「奈良県森林づくり並びに林業及び木材産業振

興条例」及び同指針を策定するとともに、昨年７月には

「奈良県林業・木材産業振興プラン」を策定し、林業及び

木材産業振興の取組を進めているところであるが、奈良県

の林業及び木材産業振興についての現状と今後の方針につ

いて、知事の所見を伺いたい。

３ 京奈和自動車道について

（１）未整備区間である京奈和自動車道橿原北インターチェン 県土マネジメント

ジから橿原高田インターチェンジ間について、事業の進捗 部 長

状況と今後の見通しはどうか。また、同区間が開通するま

での渋滞緩和対策について、どのように進めていくのか。
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答弁を求める答弁を求める答弁を求める答弁を求める

質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者理 事 者理 事 者理 事 者

（１３番） （２）橿原高田インターチェンジから和歌山ジャンクションま 警察本部長

森山 賀文 での区間は、中央分離帯のない対面通行が続き、トンネル

(民進党) もあるが、国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所との

連携も含め、この区間の交通事故防止対策について、どの

ように取り組まれるのか。

４ 外国人観光客の安全確保に関する取組について 警察本部長

県警察では、「日本一安全で安心して暮らせる奈良の実

現」を運営指針として、各種施策を推進しているが、県民

と等しく、急増する外国人観光客の安全・安心を確保する

ため、どのような取組を進めているのか。

５ 公立高等学校教育のあり方について

（１）人口減少社会の中、時代の要請に応え、次代を担う有徳 教 育 長

の人づくりの育成を目指し、各高校に独自性を持たせてい

く取組がさらに必要だと考えるが、この先も生徒数の減少

が続く県立高等学校において、今後どのような対策を講じ

ることが重要と考えているのか、所見を伺いたい。

（２）教科書謝礼問題について 【 要 望 】

１ 女性の活躍推進について 知 事

女性が活躍する社会の実現に向け、本県の現状を踏ま

え、今後どのようなことに重点的に取り組もうとしている

のか伺いたい。

（１５番）

岡 史朗 ２ 県立医科大学及び周辺のまちづくりについて 知 事

(公明党)

（１）現農業研究開発センター敷地における県立医科大学の新

キャンパス整備の進捗状況について伺いたい。
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答弁を求める答弁を求める答弁を求める答弁を求める

質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者理 事 者理 事 者理 事 者

（１５番） （２）県立医科大学付近における近鉄橿原線の新駅設置に向け

岡 史朗 て、八木西口駅の取扱いについてどのように考えているの

(公明党) か。また、新駅実現のためには、橿原市が県立医科大学周

辺のまちづくりについて積極的に取り組むよう、県として

も働きかけるべきと考えるがどうか。

（３）大和高田バイパスより南側のまちづくりエリアについ

て、現在どのような検討がされ、今後どのように進めよう

としているのか。また、現在の医大の教育、研究部門の移

転後、大和高田バイパスより北側のエリアに生じる跡地に

どのような施設を整備しようとしているのか。

３ 地域医療連携について 知 事

地域医療連携を充実するためには、ＩＣＴを使った病院

と診療所の連携が有効であると考えるが、本県の現状と今

後の取組について伺いたい。

４ 介護認定について 健康福祉部長

介護保険制度が県民の信頼を得て、円滑に運営されるた

めには、要介護認定が適正に行われることが非常に重要で

あると考えるが、各市町村における要介護認定が適正に実

施されるよう、県はどのように取り組んでいるのか。

５ 高等学校段階におけるインクルーシブ教育について 教 育 長

高等養護学校の分教室の取組の状況はどうか。また、高

等学校段階におけるインクルーシブ教育の推進について、

今後どのように取り組んでいくのか。


